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(57)【要約】
【課題】　異なるビーム径のビームを配置する際、同一
周波数のビームの干渉を低減するように異なるビームを
配置することにより、ビーム数を削減し、重量の低減化
を図った衛星搭載用マルチビームアンテナ装置を得る。
【解決手段】　細いマルチビームを放射するためのリフ
レクタと、リフレクタに給電を行うフィードアレーを備
え、マルチビームの周波数帯域を繰り返し利用して地上
端末との間で相互通信を行う際、異なるビーム径を配置
したマルチビームアンテナのビーム配置として、大きな
ビーム径の一つのセルの中に小さなビーム径を有するビ
ームを周波数繰返しを行いながら配置することで、大き
なビーム径と小さなビーム径が直接干渉することを回避
する。
【選択図】　　　図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のビームを放射するフィードアレーと、
　前記フィードアレーから放射された複数のビームを、地上のカバレッジエリアに向けて
反射しマルチビームを形成するリフレクタと、
　前記フィードアレーから放射される複数のビームの周波数を制御するビーム制御器とを
備え、
　前記フィードアレーは、複数個の第１のビームと、第１のビームよりもビーム径が小さ
い複数個の第２のビームを形成し、
　前記第１のビームは、前記カバレッジエリアを覆うように、周波数繰り返しを行いなが
ら複数個配列され、
　前記第２のビームは、前記カバレッジエリア内で前記第１のビームに周囲を囲まれて配
置され、少なくとも前記第１のビームのビーム径に相当する大きさを有したエリア内に、
それぞれが周波数繰返しを行いながら複数個配列された、
　ことを特徴とする衛星搭載用マルチビームアンテナ装置。
【請求項２】
　前記第２のビームが周期的に周波数繰り返しを行いながら、前記第２のビームが同一周
波数を有する前記第１のビームと隣接しないように連続的に配置されるとともに、
　前記第１のビームを通信トラフィックが高い地上のカバレッジエリアに配置し、
　前記第２のビームを通信トラフィックが低い地上のカバレッジエリアに配置したことを
特徴とする請求項１記載の衛星搭載用マルチビームアンテナ装置。
【請求項３】
　前記第１、第２のビームにおける長手方向のビーム配列軸を、赤道軸に対して、略斜め
４０度になるように配置したことを特徴とする請求項１または請求項２記載の衛星搭載用
マルチビームアンテナ装置。
【請求項４】
　前記第１のビームにおける隣接するビーム間のクロスオーバーレベルを－１乃至－３ｄ
Ｂと高くし、前記第２のビームにおける隣接するビーム間のクロスオーバーレベルを－３
乃至－１０ｄＢと低くしたことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか１項記載の衛
星搭載用マルチビームアンテナ装置。
【請求項５】
　前記第１のビームの周波数繰返し数と、前記第２のビームの周波数繰返し数を異なるも
のとしたことを特徴とする請求項第１から請求項４の何れか１項記載の衛星搭載用マルチ
ビームアンテナ装置。
【請求項６】
　前記フィードアレーは、素子寸法と素子間隔の異なる２種類以上の素子アンテナを配列
して構成されることを特徴とする請求項１から請求項５の何れか１項記載の衛星搭載用マ
ルチビームアンテナ装置。
【請求項７】
　前記フィードアレーは、素子形状の異なる２種類以上の素子アンテナを配列して構成さ
れることを特徴とする請求項１から請求項６記載の衛星搭載用マルチビームアンテナ装置
。
【請求項８】
　前記フィードアレーは、第１のビームを形成する素子アンテナ及び第１のビームのビー
ム形成に関与する素子アンテナの一部に、片偏波の円偏波を有する素子アンテナを配置し
、第２のビームを形成する素子アンテナ及び第２のビームのビーム形成に関与する素子ア
ンテナの一部に、両偏波を有する素子を配列し、
　前記第２のビームは、両偏波を合成してダイバーシチアンテナとして用いられることを
特徴とする、請求項第１から請求項７の何れか１項記載の衛星搭載用マルチビームアンテ
ナ装置。



(3) JP 2010-34969 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記第２のビームを形成する素子アンテナ及び第２のビームのビーム形成に関与する素
子アンテナの一部に、送信用と受信用の端子を分けた給電端子を有することを特徴とする
請求項１から請求項８の何れか１項記載の衛星搭載用マルチビームアンテナ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、人工衛星や宇宙航行体などの宇宙機器に搭載される衛星搭載用マルチビー
ムアンテナ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、海外において、衛星を用いたマルチビームによる通信が行われており、Ｌ帯
を用いた移動体衛星通信サービス（ＭＳＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）として、Ｔｈｕｒａｙａ、ＡｃｅＳ（衛星携帯電話）が実現されている（例え
ば、非特許文献１、非特許文献２参照）。
【０００３】
【非特許文献１】安井他、「Ｎ－ＳＴＡＲｃと衛星管制システムの開発」、ＮＴＴ　Ｄｏ
ＣｏＭｏテクニカルジャーナル、Ｖｏｌ．１１、Ｎｏ．１１、ｐｐ．６７－７６、Ｎｏｖ
．２００３．
【０００４】
【非特許文献２】鈴木他、“技術試験衛星ＶＩＩＩ型搭載フェーズドアレー給電反射鏡ア
ンテナ用独立指向方向制御型ビーム形成装置”、信学論（Ｂ）、Ｖｏｌ．Ｊ８７－Ｂ、Ｎ
ｏ．８、ｐｐ．１０５３－１０６２、２００４．
【０００５】
　衛星ブロードバンドサービスを低コストで提供するためには、システム周波数帯域や衛
星送信電力などの衛星システムリソースを効率的に配分しなければならない。
　マルチビームシステムは、周波数帯域を繰り返し利用することによりシステム全体の通
信容量を向上することが可能であり、次世代の大容量衛星通信を実現するための、有望な
方式も提案されている（例えば、非特許文献３参照）。
【０００６】
【非特許文献３】Ｍ．Ｕｅｂａ、ｅｔ　ａｌ、「Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　ａｎｄ　ｓｃａｌ
ａｂｌｅ　ｍｏｂｉｌｅ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　ｆｕｔｕｒｅ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ」、ＡＩＡＡ　２００４
－３１５４、２００４．
【０００７】
　しかし、マルチビームにおいては、同一周波数を利用するビーム間干渉が通信品質に与
える影響が大きいので、システムリソースの配分は、周辺ビームからの電力干渉を考慮し
て行う必要がある。また、移動体衛星通信において、サービスエリアでのユーザは、偏在
し、かつ変動するという特徴があるので、マルチビームにおいては、特定ビームへのトラ
フィック集中などの不均一なトラフィック分布に対応して、常に通信容量が最大になるよ
うに、システムリソースの配分を行う必要がある。
【０００８】
　例えば、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）方式では、隣接ビーム間で利用周波帯域がオーバーラップしないように、周波
数繰り返しを行い、３色、４色、７色等の繰り返しが検討されている。ここで、色とは周
波数のことである。
　周波数繰り返し利用を行うためには、ＦＤＭＡの場合は同一周波数（または、ＴＤＭＡ
は同一時間スロット、ＣＤＭＡは同一コード）を利用するビーム間での干渉を考慮する必
要がある。
【０００９】
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　また、移動体通信衛星の特徴を考慮すると、時間的、地理的なトラフィック変動に柔軟
に対応することが必要になってくるので、こうした背景から、マルチビームによるビーム
間干渉およびトラフィック変動を前提としたリソースの配分が必要となる。このような性
能・機能を有するアンテナとして、オフセットパラボラ反射鏡、ビーム形成回路を含むフ
ィードアレーと各チャンネルのビームの割当やチャンネル幅の制御を行うチャネライザー
とフィード全体を制御する制御装置からなる衛星搭載用マルチビームアンテナ装置がある
。
【００１０】
　また、衛星移動通信（ＭＳＳ）周波数帯域において、衛星通信事業者にのみ許された地
上系を補助的に利用するシステムとして、ＡＴＣ（ＡｎＣ／Ｉｌｌａｒｙ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）が米国ＭＳＶ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　
Ｖｅｎｔｕｒｅｓ）社から提案されている。
【００１１】
　ＡＴＣは、衛星系および地上系の周波数をビームごとに入替え、同一周波数を共用する
システムである。すなわち、衛星の見通しエリアは衛星通信を利用し、建物内、衛星信号
のシャドウイングエリアは、ＡＴＣ基地局との間での地上通信を利用するものである。
　こうしたＡＴＣシステムを実現するためには、更にビームを細くしたマルチビームが必
要であり、地上のＡＴＣ基地局からの干渉も考慮する必要がある。
【００１２】
　通信容量を大きくするためには、ビーム幅を小さくして、周波数繰り返しを多くする必
要がある。このとき大型展開アンテナを用いると、ビーム幅が０．５［ｄｅｇｒｅｅ］前
後の極めて細いビームとなるが、アンテナ径が大きくなるに従い、カバレッジエリアを覆
うためのビーム数が増加すると共に、ビーム形成回路が大規模になってくる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従来の衛星搭載用マルチビームアンテナ装置では、通信容量を大きくするためには、ビ
ーム幅を小さくし、繰り返しを多くする必要がある。例えば、外径１０～２０ｍの大型展
開アンテナを用いた衛星搭載用マルチビームアンテナ装置では、ビーム幅が０．５～１．
０［ｄｅｇｒｅｅ］程度と極めて細くなる。より高い利得を得るためにはより大きなアン
テナが必要になるため、これに伴いビーム幅が狭くなると共に同一カバレッジを覆うため
にはビーム数が増大する。例えば、アンテナ径が２倍になれば、ビーム数は４倍になる。
　このビーム数の増大は、ビーム形成回路規模の大型化に繋がる。１００ビーム級以上に
なると、ビーム数の増加に伴いハードウエア規模が大きくなるため、重量が増加するとい
う課題があった。特に、衛星搭載機器の場合、重量の増加は即コスト増に繋がってしまう
。
【００１４】
　また、従来、通信トラフィックに対応してビーム幅を変えることが検討されていた。通
信トラフィックの高いカバレッジはビーム幅を狭くし、ビーム数を増やすことで通信量の
増加を図り、通信トラフィックの低いカバレッジはビーム幅を広げることで、一つのビー
ムのカバーするカバレッジエリアを広げることによりビーム数を少なくすることが考えら
れている。このようにダイナミックにビーム幅や形状を変えることは周波数有効利用の観
点からも有効である。
【００１５】
　しかし、ビーム幅を変える際、デジタルでビーム合成する場合にビーム形成自体は容易
であるが、マルチビームの周波数帯において周波数繰り返しを行っている以上、同一周波
数間の干渉を考慮する必要がある。
　すなわち、周波数繰返しに伴いあらかじめ周波数配列を決めているが、ビーム幅が変わ
ることで、干渉レベルや、周波数繰返しのビーム配置に影響を及ぼすことになる。
　ビーム幅の広い大きなビームとビーム幅の狭い小さいビームが混在してビームが配置さ
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れると、大きなビームのそばに小さいビームを配置することは、干渉増のため、容易では
なくなる。このため、ビーム幅の異なるビームを配置する場合、周波数繰返しを考慮しな
がら、所望の干渉レベルになるようにリソースを割り当てることは、現実的には容易では
ないという課題がある。
【００１６】
　この発明は、上記のような課題を解消するためになされたものであり、異なるビーム径
のビームを配置する際、同一周波数のビームの干渉を低減するように、異なるビーム径の
ビーム配置を容易に実現できるビーム配置を得るとともに、ビーム数を削減することので
きるマルチビームアンテナ装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この発明による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置は、複数のビームを放射するフィ
ードアレーと、前記フィードアレーから放射された複数のビームを、地上のカバレッジエ
リアに向けて反射しマルチビームを形成するリフレクタと、前記フィードアレーから放射
される複数のビームの周波数を制御するビーム制御器とを備え、前記フィードアレーは、
複数個の第１のビームと、第１のビームよりもビーム径が小さい複数個の第２のビームを
形成し、前記第１のビームは、前記カバレッジエリアを覆うように、周波数繰り返しを行
いながら複数個配列され、前記第２のビームは、前記カバレッジエリア内で前記第１のビ
ームに周囲を囲まれて配置され、少なくとも前記第１のビームのビーム径に相当する大き
さを有したエリア内に、それぞれが周波数繰返しを行いながら複数個配列されたものであ
る。
【００１８】
　また、前記第１のビームにおける隣接するビーム間のクロスオーバーレベルを－１乃至
－３ｄＢと高くし、前記第２のビームにおける隣接するビーム間のクロスオーバーレベル
を－３乃至－１０ｄＢと低くしても良い。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、大きなビーム径と小さなビーム径が直接干渉することを回避するよ
うにマルチビームを配置できるため、ビーム径を変えても周波数繰返しが実現できるとと
もに、大きなビームを用いてビーム数を削減することができる効果がある。
【００２０】
　また、異なるビーム径が混在する場合、ビーム径は、ビーム間のクロスオーバーレベル
を変えて配列することにより、異なるビーム径が混在し、ダイナミックに制御する場合に
おいても干渉を増大させることなく、周波数繰返しが実現できる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
実施の形態１．
　図１はこの発明に係る実施の形態１による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置の構成
を示す図であり、大型展開アンテナを用いたマルチビームの全体構成を概略的に示してい
る。
【００２２】
　図において、衛星搭載用マルチビームアンテナ装置は、リフレクタを構成する大型展開
アンテナ１（以下、単に「アンテナ１」という）と、フィードアレー２と、ビーム制御器
４０を備えて構成される。大型展開アンテナ１（以下、単に「アンテナ１」という）は、
人工衛星に搭載され、宇宙空間で展開される通信用の大型のリクレクタアンテナであり、
フィードアレー２から給電された複数のビームを地上に向けて反射し、地上のカバレッジ
エリアにマルチビーム３を形成するとともに、地上から受けた複数のビームをフィードア
レー２に給電する。
　フィードアレー（または、デフォーカスフィードアレー）２は、マルチビーム３を作り
出すためのアンテナ給電部であり、アンテナ１に向けて複数のビーム３を放射するととも
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に、アンテナ１により反射された地上からの複数のビームを受信する。フィードアレー２
は、それぞれビームを放射または受信する複数のアンテナ素子と、アンテナ素子毎に給電
されるビームを複数個形成し、各アンテナ素子にビームを分配するビームフォーミングネ
ットワーク（ＢＦＮ）と、送信時にアンテナ素子に給電されるビームを電力増幅するとと
もに、受信時にアンテナ素子で受信されるビームを低雑音増幅し、所望の送信チャンネル
と受信チャンネルを用いて通信信号を送受信するトランスポンダとを備えている。
　ビーム制御器４０は、フィードアレー２において送受信されるビームを制御し、各ビー
ムに対応して給電を行うアンテナ素子を選択し、各ビームの周波数や位相を制御し、フィ
ードアレー２におけるビームの送受信動作を切り替える。
【００２３】
　ここで、実施の形態１による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置に関連した技術思想
を説明する。
　図１において、斜線で示したビームは、同一周波数を使用するビームであり、繰返し使
用することで、周波数の利用効率が高くなる。
　一般的に、ビームには、メインビーム以外に干渉レベル（サイドローブ）が存在し、こ
のサイドローブが同一周波数を使用するビーム内に入ることで、サイドローブレベルでの
干渉が生じる。この干渉波は、異なる信号が含まれているので、干渉波の強度が或る閾値
以上に高くなると、ＢＥＲ（Ｂｉｔ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｅ）の劣化により、通信品質が
劣化して通信ができなくなる。したがって、干渉波が或る一定レベル以下になるようにビ
ーム間隔を離す必要がある。
　一方、ビームを離しすぎると干渉は低減されるものの、周波数の繰り返し数が低減する
ので、周波数の利用効率は低下する。こうした点から一般的には、３色、４色、７色での
繰り返しが行われることが多いが、通信方式や通信容量と干渉レベルとのトレードオフと
なる。
【００２４】
　この干渉レベルは、周波数の繰返しのみならず、ビーム間のクロスオーバーレベルでも
変わってくる。ここでクロスオーバーレベルとは、隣接ビーム間でビームがクロスするレ
ベルと定義する。同じ色の周波数繰返しであっても、クロスオーバーを３ｄＢよりも高く
設定すると、同一周波数のビーム間の干渉が大きくなり過ぎてＢＥＲが劣化し、逆に、ク
ロスオーバーを３ｄＢよりも小さく設定すると、干渉は低減するが、ＥＯＣ（Edge of Co
verage）利得が小さくなり通信容量が低下するため、高速伝送を行う場合は、ビームエッ
ジのユーザに対して通信品質が低下することになる。
【００２５】
　このため、全カバレッジエリアでより高い利得を得るためには、より大きなアンテナで
多くのビームを形成することが必要になるが、前述したように、例えば、アンテナ径が２
倍になれば、ビーム数は４倍になる。このため、ビーム数の増大は、ビーム形成回路の規
模大に繋がる。１００ビーム級以上になると、ハードウエア規模が増大するため、衛星の
コストが増加することで通信費も高くなる。こうした点から、単にカバレッジ全体の利得
を高くするだけでなく、通信容量とビーム数とハードウエア規模のトレードオフを行い、
実効的なトラフィックを想定した検討を行うことが重要となる。すなわち、より経済的な
通信システムを構築する場合、欧米のような諸国におけるビーム構成と、日本近海におけ
るビーム構成とは、異なるのが当然である。
【００２６】
　例えば、欧米諸国では陸続きのエリアが広がっているのに対し、日本近海を考えると周
囲は海に囲われている。日本国内を陸域と海域に分けて考えると、通信トラフィックにお
いて陸域と海域では差が生じる。
　また、海域の方が船舶搭載型のより大きな衛星通信用端末を使用することが可能なこと
から、人による携行型や車両搭載型が主流となる陸域の衛星通信用端末に対して、端末の
大きさが異なってくる。このため、実効的な通信トラフィックを想定したマルチビームシ
ステムを検討していく必要がある。
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　こうした観点を考慮すると、フレキシブルな制御を行うのみならず、マルチビームの利
得やビーム幅をあらかじめある程度、各領域の通信トラフィックに対応して設計しておく
ことで、より無駄の少ないシステムを構成することが可能となる。
【００２７】
　このため、実施の形態１による衛星搭載用マルチビーム装置では、陸域と海域とで異な
るビーム径を有するマルチビームを構成し、それぞれビームを２次元的に配列することを
特徴としている。
　この際、ビーム間アイソレーションを取るためには、低サイドローブ化を図り、且つ、
同一周波数のビーム間隔を広くとる必要がある。しかし、異なるビーム径を２次元的に配
列した場合やビーム幅をビーム毎に可変した場合、大きなビーム径と小さなビーム径が混
在すると、干渉レベルがビーム毎に変化するため、干渉により通信不可となるビームが生
じてしまう。また、大きなビーム径近傍では、小さなビームとの周波数繰返し周期が異な
るため、周期性が乱れ、小さいビームを配置することが困難になるなど、各種ビーム配置
の制約が生じる。
【００２８】
　この問題について図を用いて説明する。
　図２は、異なるビームを周波数繰返しにより配置した場合の参考例を示している。大き
なビーム径を有するビーム4a、4b、4c、4d、4e、4f、4gが周波数繰返しにより配置される
。また、小さなビーム径を有するビーム5a、5b、5c、5d、5e、5f、5gも同様に、周波数繰
返しにて配置され、大きなビーム径のビームと小さなビーム径のビームとが混在している
場合を示している。
　この場合ビーム径が異なるので、同じ７色繰り返しでは周期が合わない。このため、同
一周波数を有したビームの接近や重なりが起こり、周波数干渉を生じる。図において、6a
、6b、6c、6d、6eはこの周波数干渉を示している。こうした同一周波数のビーム接近時や
ビームが重なる場合は、通信ができなくなる。このようにビーム径の異なるビームが配置
される場合には、周波数繰返しを行いながら、且つ、干渉を考慮した上で、リソース割当
をフレキシブルに行う必要があるが、これは容易ではない。特に日本近郊においては、陸
地部が細長形状をなすため、陸域と海域の接する領域が広く、異なるビーム径のビーム配
置は難しくなる。
【００２９】
　そこで、実施の形態１による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置では、この点を改善
するために、異なるビームを混在させる場合において、両ビーム径の周期性に着目し、こ
の周期性が崩れないようにビームを配置することで、ビーム配置が容易になるように工夫
している。
【００３０】
　図３は実施の形態１の衛星搭載用マルチビームアンテナ装置によるビーム配置の一例を
示す図である。図中、同一パターンのものは同一周波数をなす。また、図の破線はビーム
径の大きなビームを仮想的に配置したものであり、この領域は第１のビーム4が存在せず
、第２のビーム7のみが存在する空エリアを示している。
　図において、ビーム径の大きな第１のビーム4とビーム径の小さな第２のビーム7とを混
在させて、衛星通信を行うべきカバレッジエリア内に第１のビーム4と第２のビーム7から
なるマルチビームを配置している。このとき、第１のビーム4を基本配列として、少なく
とも一つの第１のビーム4が照射されない空のエリア２００を除いたカバレッジエリア全
体を覆うように、第１のビーム4のセルを複数個敷き詰めて配列する。このとき、隣接す
る第１のビーム4同士で重なりを有するが、その重なりが小さくなるように第１のビーム4
のセルを配置しておく。また、第１のビーム4が存在しない空のエリア２００の周囲は、
周波数繰返しを行いながら配列される複数の第１のビーム4によって囲まれている。
【００３１】
　第１のビーム4を基本として配列した後、カバレッジエリア内の第１のビーム4が存在し
ない少なくとも１つの空のエリア２００に、第２のビーム7としてのビーム7a、7b、7c、7
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d、7e、7f、7gが、周波数繰返しを行いながら一纏まりに集まって、同心円状もしくはス
パイラル状に配列される。このとき、隣接する第２のビーム7同士で、その重なりが小さ
くなるように第２のビーム7のセルを配置しておく。ここで、第２のビーム7が配列される
エリア２００は、第１のビーム4のセルが少なくとも１つ配置し得る大きさのエリア面積
を有し、第１のビーム4のビーム径と同等もしくはそれ以上の大きさを有している。また
、図３の例では、第２のビーム7の周波数繰返しが７色の場合を示している。このような
関係にてビームを配置することで、ビームの周波数繰返しの周期性を維持しているため、
小さいビームと大きなビームとが直接干渉しないようにマルチビームを形成することがで
きる。例えば、図の矢印に示すように、同じ周波数を有する第１のビーム4と第２のビー
ム7との間を少なくとも小さいビーム径１つ分だけ離隔することができる。
【００３２】
　また、このように配置することで、大きなビーム内の一つのセル内に、７色の小さなビ
ームを配置できるため、この小さなビーム（第２のビーム7）を７色配置したセルにおい
ては、小さなビームを配置しない第１のビームのセルに比べて、７倍の通信容量を増加さ
せることができる。このため、通信トラフィックの多い場所として、例えば都市部エリア
にこの小さなビームを繰返し配置することで、通信トラフィックに対応したビーム形成が
可能になる効果を有している。
【００３３】
　なお、この実施の形態１では、７色の周波数繰返しの場合を例示しているが、３色、４
色等でもよく、あるいは周波数繰返しを大きくし、１２色や１６色の繰返しであっても良
い。周波数繰返しを大きくすることで、全体として通信要量は低下するが、クロスオーバ
ーレベルを高くできることで、アンテナ利得を高くすることができるため、受信で考える
と、その分地上の端末を小さくでき、送信で考えと、送信電力をその分小さくできる。
【００３４】
　また、特定のビームに電力を集中することもできるため、災害時のような場合は、特定
のビームにおける高品質な通信を確保できる。また、周波数帯はＳ帯衛星通信を想定して
いるが、特に周波数帯には依存せずに同様の効果が得られることは言うまでもない。また
、特定の２ビームにおいて、小さいビームの周波数繰返しを行っているが、このビームは
、他のビームであっても、またトラフィックに対応して小さいビームをダイナミックに移
動させてもよく、ダイナミックに小さいビームの周波数繰返しが変化してもよい。
【００３５】
　以上説明した通り、この実施の形態１による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置は、
細いマルチビームを放射するためのリフレクタと、リフレクタに給電を行うフィードアレ
ーと、フィードアレーを制御するビーム制御器とを備え、マルチビームの周波数帯域を繰
り返し利用して地上端末との間で相互通信を行うものであって、異なるビーム径を配置し
たマルチビームアンテナのビーム配置として大きなビームのビーム径の中に小さなビーム
を複数配置し、大きなビーム径の中で周波数繰返しを行いながら小さいビームを配置する
ようにしたものである。これによって、大きなビーム径と小さなビーム径が直接干渉する
ことを回避するようにマルチビームを配置できるため、ビーム径を変えても周波数繰返し
が実現できる効果がある。また、大きなビームを用いることで、ビーム数を削減すること
ができる効果がある。
【００３６】
実施の形態２．
　図４は、この発明に係る実施の形態２による衛星搭載用マルチビームアンテナ装置のビ
ーム配列を示す説明図であり、大小２種類のビームを配置したビーム構成を示している。
図中、同一パターンのものは同一周波数をなす。
【００３７】
　図３では特定の円形状の大きいビーム内に、周波数繰返しを行う小さいビームを配列し
た例を図示したが、図４では、或る一繋がりの小カバレッジエリア内にて、小さいビーム
が連続的に周波数繰返しを行って配列される場合を例示している。ここで重要なことは、
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大きいビーム（第１のビーム7）の一つのセルに相当するエリアを小さいビーム群50の配
置される基本単位として、小さいビーム（第２のビーム4）が周波数繰返しを行う規則性
を維持したまま、この周波数繰り返しを行う小さいビーム群50を数珠繋がりに繋げて、連
続的にビームの周波数繰返しを行うことで、大小のビームの周期性が保たれることである
。この周期性が保たれることで、大きいビームと小さいビームが直接干渉することがない
ことが分かる。例えば、図の矢印に示すように、同じ周波数を有する第１のビーム4と第
２のビーム7との間を離隔することができる。また、小さいビーム群50を横長に配列でき
るので、小さいビーム（第２のビーム4）によるカバレッジエリアを、長円形状やピーナ
ッツ形状や涙的形状などの各種形状に柔軟に形成することができる。
【００３８】
　このように小さいビームを連続して配置する場合においても、周期性を維持したビーム
配置を連続的に行うことで、各ビーム同士が直接干渉すること無しにマルチビームを配置
することができる効果がある。これにより、都市部などのトラフィックの高い領域のみな
らず、陸域とその陸域を囲む海域の形状を考慮してビーム配置ができるため、島型の陸域
では小さいビームの繰返しを行うことで通信容量を増加させ、トラフィックの低いエリア
、例えば海域でのビーム数を削減したビーム構成が可能になる。この結果、ビーム数の削
減に伴うビーム形成回路の小型化を図れる効果がある。
【００３９】
実施の形態３．
　図５は、この発明に係る実施の形態３が適用される衛星搭載用マルチビームアンテナ装
置を示す説明図であり、このビーム配置を日本列島及び日本近海に適用した場合のビーム
配置例を示している。
【００４０】
　日本列島は、赤道軸（緯線に並行な軸）に対して約斜め40度程度傾いていると見なすこ
とができる。日本列島を含むカバレッジは他大陸に比べ、陸の形状が複雑であり、また、
海域も複雑な形状をしている。こうした地理形状を考慮したビーム形成は複雑になる。一
般的に、ビームは、赤道に沿って、緯度に並行にビームが配置される。これは一般的通信
サービスエリアを考えると、自然なビーム配置である。同一サイズのビームを配置する場
合は問題ないが、異なるビームを周波数繰返しを行いながら、且つ、基本近海のカバレッ
ジを考慮しながらビーム配列を行うことは難しい。日本近郊は、周囲諸国と海域を考える
と複雑なため、同様に緯度に並行にビームを配置した場合、陸域のビームが斜めになるた
め、周波数繰返しを考慮するとビーム配列が複雑になることを意味している。
【００４１】
　そこで、ビーム配列を容易にするために、ビームの配置する軸も赤道軸に対して斜め40
度程度にし、配置も赤道軸に対して40度傾けて配置した場合を図5に示す。このように斜
めにビームを配置することで、図４に示したように周波数繰返しを考慮しながら、第１の
ビーム4による大きなビームを配置後、第２のビーム7による小さなビームを陸域中心に配
置する。これにより、陸域と海域を考えた日本近郊に適したビーム配置が可能になる。こ
のようにカバレッジエリアを考慮しビーム配置の軸を傾けることで異なるビームの配置が
容易になる効果がある。これは日本のみならず、近隣諸国の陸地においても、同様に、大
きなビームの周期性の中に、小さなビームを繰返し配置することで、必要に応じて、ビー
ム配置ができることになる。
【００４２】
実施の形態４．
　この実施の形態４は、大きなビーム径に対してビーム幅の拡大に制約を与え、ビーム間
のクロスオーバーレベルを変えることでビーム径を制御するようにしたことを特徴とする
。
　図６はこの発明の実施の形態４が適用される衛星搭載用マルチビームアンテナ装置を示
す説明図であり、２種類の異なるビーム径を配置したビーム構成を示している。
【００４３】
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　図４では、第１のビーム4による大きいビームはビーム幅が広く、第２のビーム7による
小さいビームはビーム幅が狭いことを前提にしていた。これに対し、この実施の形態４の
図６では、第１のビーム4による大きなビームのビーム径について、ビーム幅を狭くして
いる。図において、ビーム10a、10b、10c、10d、10e、10f、10gはカバレッジエリアをカ
バーする大きなビームのビーム径であり、9a、9b、9c、9d、9e、9f、9gは大きなビームの
ビーム幅(3dB)を示している。
　ここで、一般的に、ビーム径とはビーム幅のことを意味することが多いが、本件での定
義は、ビーム径とビーム幅は異なる定義としていることに注意が必要である。
【００４４】
　例えば、海域の場合は、船舶搭載用の衛星通信端末の場合、地上で用いられる衛星通信
用携帯電話（以下、地上携帯電話）に比べて、アンテナを設置する面積が大きいため、現
状の端末であれば、アンテナ利得は地上携帯電話よりも10dBi以上高い。このため、その
分衛星のもつビームのＥＯＣ利得を小さくすることもできる。すなわち、トラフィックに
対応してビーム径を変えるだけでなく、海域ではビームのＥＯＣ利得も下げることができ
る。実施の形態１～３では、ビーム幅を広げることで、ビーム径を大きくしているが、ビ
ーム径は大きくても、ビーム幅を狭くすることでＥＯＣ利得は低下するものの、干渉をよ
り低減することができる。
【００４５】
　この干渉を考慮した所望のビーム径を得るためには、ビーム径を変えるだけでなく、ビ
ーム間のクロスオーバーレベルを変えることで実現できる。一般的には、ビーム径を変え
る際、クロスオーバーレベルは同じにしたままビーム幅を変えてビーム径を変える。しか
し、ビーム径を変えたビームを配置する場合、ビーム間干渉が増加する可能性がある。こ
れを解決するために、この実施の形態４では、可変するビーム幅はある程度制御し基本的
にビーム幅はあまり変えずに、クロスオーバーレベルを変えることでビーム径を変えてい
る。こうすることで、基本的にはクロスオーバーレベルが変わったことによるＥＯＣ利得
は変化するが、急激に干渉が増加することはないため、ダイナミックなビーム制御が容易
になる。
【００４６】
　図７にクロスオーバーレベルを変えた場合のビーム配置のカット面を示す。図７(a)は
、クロスオーバーレベルをビームピークから－１～－３ｄＢと高くした場合であり、陸域
でのビーム配置を想定した場合である。
　一方、図７（ｂ）は、クロスオーバーレベルをビームピークから－３～－１０ｄＢと低
くした場合であり、海域でのビーム配置を想定した場合である。ここで、ビーム径はあく
までも、このクロスオーバーレベルで定義しているため、ビーム幅（３ｄＢ）とは異なる
。また、クロスオーバーレベルは、あくまでも、一つの目安として代表的な値を示してい
るため、各ビームでの要求利得並びに干渉レベルに対応して、可変するものとする。
【００４７】
　図８は、ビーム径を同一とし１種類のビームを配置した場合と、２つのビーム径のクロ
スオーバーレベルを変えることで配置した場合のＣ／Ｉ比の比較を示している。Ｃ／Ｉの
定義は以下としている。
　各ビームの電力および周波数帯域幅の割り当てを同一に設定した場合、ｉ番目のビーム
を評価ビーム、ｊ番目のビームを与干渉ビームとすると、ｉ番目の評価ビームにおける信
号／与干渉のＣ／Ｉ比（Ｃ／Ｉ）ｉは、評価エリアにおける利得Ｇを用いて、以下の式（
１）で表される。
【００４８】
　（Ｃ／Ｉ）ｉ＝Ｇｉｊ／Σｊ＝１Ｇｉｊ　・・・（１）
【００４９】
　図８は、式（１）より算出したＣ／Ｉ比を全ビームで平均化したものであり、Ｃ／Ｉ比
とそのＣ／Ｉ比を満足するカバレッジ率を表した図である。Ｃ／Ｉ比が大きくなるほどカ
バレッジエリアが狭くなることが分かる。
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　また、同一のビーム径（クロスオーバーレベルが高い）を配置した場合と、２種類のビ
ーム径（クロスオーバーレベル可変）を配置した場合における、Ｃ／Ｉ比の比較を示して
いる。この図より、２つのビーム径のクロスオーバーレベルを変えてビームを配置した方
が、同一のビームで配置した場合よりもクロスオーバーが低くなることで、Ｃ／Ｉ比が改
善されていることがわかる。
【００５０】
　このように、クロスオーバーレベルを高くすることで、ビーム幅には基本的には依存せ
ず、また、ビーム幅の異なるビームを複数配置した場合や、ビーム毎にビーム幅が異なる
場合であってもビームの配置は容易になるため、この実施の形態４のビーム径制御は有効
である。例えば、都市部が集中するエリア（関東や近畿など）は、クロスオーバーレベル
が高くなるようトラフィックに対応して多数のビームを配置し、それ以外の陸地や海洋域
は、干渉が低減するようにクロスオーバーレベルを低くなるようにビームを配置すればよ
い。当然ながら、ビーム幅を広げることも可能ではあるが、どこまでビームを広げるかは
、干渉とのトレードオフになる。
【００５１】
　したがって、この発明の実施の形態４に係る衛星搭載用マルチビームアンテナ装置によ
れば、ビームのクロスオーバーレベルを変えてビーム径の異なるビームを配列することで
、干渉を低減できる効果がある。
【００５２】
実施の形態５．
　図９はこの発明の実施の形態５が適用される衛星搭載用マルチビームアンテナ装置を示
す説明図であり、２種類のビームを配置したビーム構成を示しており、符号１１は大きな
ビーム、符号１２は小さいビームを示している。
【００５３】
　災害発生時のように、ある特定のビームにリソース（周波数帯域、電力）を割り当てる
場合、その周辺のビームに割り当てられるリソースは小さくなる。また、同一周波数干渉
を更に低減し、災害発生エリアに集中させるためには、周波数繰返しを変えることが必要
となることが想定される。実施の形態１～４では、大きなビームも小さいビームも周波数
繰返しを同じ７色とした場合を示しているが、この実施の形態５では、トラフィックに応
じて、周波数繰り返しの色数を可変とすることを特徴とする。
　例として、クロスオーバーレベルの高い陸域のビームの周波数繰返しを１６色、クロス
オーバーレベルの低い海域のビームの周波数繰返しを４色とした場合を図９に示している
。周波数の繰返しとしては、１０色、１２色等にすることもできる。
　また、トラフィックに応じて、７色→１６色→７色→４色、というように、ダイナミッ
クに可変することも可能である。
【００５４】
　このように、周波数繰返しをビームに対して可変とすることで、Ｃ／Ｉ比を改善できる
ため、ある特定のビームにリソースを割り当てることが可能になる効果がある。
【００５５】
実施の形態６．
　図１０はこの発明の実施の形態６が適用される衛星搭載用マルチビームアンテナ装置を
示す説明図であり、一次放射器であるフィードアレーの素子アンテナの配列図を示してお
り、図において、符号１３は素子間隔を狭めた素子アンテナ、符号１４は素子間隔を広げ
た素子アンテナを示す。
【００５６】
　実施の形態１～５では、フィードアレー用の素子アンテナの素子寸法及び素子間隔は一
定としていた。ビーム形成回路と同様に、素子数が増加するに従い、重量も増加する。そ
こで、この実施の形態６では、重量を低減するために、素子寸法と素子間隔を変えるよう
にしている。
　陸域用素子１３は、素子間隔を狭くし、それに対応して素子間隔と同一の素子を配置し
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ている。素子間隔が狭くなることでグレーティングローブが抑制され、アンテナ利得を高
くすることができる。
　一方、海域用素子１４は、素子数を減らすために、素子間隔を広げている。素子間隔が
広がることで利得は低下する。更に、素子間隔に応じて素子寸法を大きくせずに、素子間
のすき間をあけている。素子間隔を広げたことで素子数を削減するだけでなく、素子寸法
も制約を加えることで、素子アンテナ自体の重量を低減している。当然、素子間のすき間
に伴う更なる利得低下が発生するが、許容される範囲で、素子アンテナを小型化するもの
とする。
　最終的には、重量と利得とのトレードオフにより素子アンテナ寸法を決定すればよいが
、陸域と海域では地上端末の利得差は10dB程度あることから、海域でのＥＯＣ利得は可能
な限り低減した方が、より軽量化を図ることができる。
【００５７】
　図１１は、図１０に示した２種類の素子アンテナを用いてＣ／Ｉ比を解析した結果を示
している。２種類の素子を用いても、Ｃ／Ｉ比が改善されていることがわかる。素子数は
、約１／２に削減されているため、重量低減の効果がある。
　尚、ここでは、２種類の素子寸法と素子間隔を用いた場合を示したが、２種類以上であ
っても、効果があることは言うまでもない。
【００５８】
実施の形態７．
　上記実施の形態６では、フィードアレーとして、２種類の素子アンテナ用いた例を示し
たが、更に素子の種類と形状を組合せてフィードアレーを構成することで、性能向上を図
ることができる。
　図１２は、この発明の実施の形態７による２種類の素子形状を用いたフィードアレーを
示す説明図である。図において、符号１５はパッチアンテナの素子アンテナ、符号１６は
ヘリカルアンテナの素子アンテナである。ヘリカルアンテナ１６は、複数個配列されたパ
ッチアンテナ素子１５の周囲を取り囲むように、複数個配列される。
【００５９】
　素子アンテナは、その素子の種類と形状に対応して、素子アンテナの利得が異なる。
　例えば、１素子あたりのアンテナ利得が10dBi以下の素子アンテナを並べる場合、１波
長以下の素子間隔にする必要があり、これに適している素子アンテナとしては、パッチア
ンテナ、カップ付ダイポール、スロットアンテナ、誘電体アンテナなどがある。
【００６０】
　一方、10dBiより以上の高い素子利得を持つアンテナの場合は、グレーティングローブ
は発生するものの、１波長以下で配列するとその配置が物理的に困難になったり、素子間
結合量が増加するため、１波長以上素子間隔を広げて配置することも可能である。
　この１波長よりも大きな素子間隔に適している素子としては、ヘリカルアンテナや、導
波器付のパッチアンテナ、ホーンアンテナ及びホーン形状の素子アンテナ、ショートバッ
クファイアなどがある。これらの素子は、素子アンテナ利得が高いため、１波長よりも大
きな素子間隔に適している。
【００６１】
　図１２はこの種類の異なる素子の組み合わせ例を示し、素子間隔を広げた素子としては
円偏波で利得の高いヘリカルアンテナ１５を用い、陸域の素子間隔を狭くしたところの素
子アンテナとしてはパッチアンテナ１６のような平面的なアンテナを用いている。
【００６２】
　ここで、全素子にパッチアンテナを用いて素子間隔を広げた場合は、グレーティングロ
ーブによる利得低下は大きくなる。しかし、図１２に示す例のように、パッチアンテナ１
５の周囲にヘリカルアンテナ１６を配列することで、ビームが絞れ、グレーティングロー
ブによる利得低下が小さくできるため、最適な素子数を選択することでフィードアレー全
体としての性能を改善できる効果が得られる。
　尚、ここでは、Ｓ帯を前提にした例を示したが、より高周波数帯になるに従い、素子ア
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ンテナの選択種類が変わることは言うまでもなく、高周波数帯において導波管アンテナや
ホーンアンテナを用いて素子利得を変えて配置することも可能である。
【００６３】
実施の形態８．
　実施の形態７では、海域及び陸域用素子アンテナとして、片偏波のアンテナを用いてい
たが、陸域用素子アンテナとしては、両偏波を使用することで、ダイバーシチ受信が可能
となる。
　図１３はこの発明の実施の形態８によるダイバーシチ用に２つの給電端子を設けた例を
示すであり、図において、符号２１は放射素子、符号２２は広帯域化のための非励振素子
、符号２３は一つの給電端子、符号２４はもう一つの直交した偏波を励振する給電端子で
ある。
【００６４】
　図のように放射素子２１に、円周方向に９０度の角度ずれをなして配置された２つの給
電端子２３、２４を設け、それぞれの端子を異なる偏波を給電するための給電端子として
用いる。放射素子２１としてパッチアンテナを用いる場合、給電位置を直交させることで
、直交した偏波を容易に励振することができる。
　また、片方の端子で励振する場合、円偏波が励振されるように給電回路を構成すること
で、それと直交する位置から給電することにより、もう片方の円偏波を励振することがで
きる。例えば、給電回路としてハイブリッド回路を用いることで、一つの端子から励振し
た場合、右旋円偏波が励振し、もう片方の端子から励振することで、左旋円偏波が励振で
きる。
　また、放射素子あるいは非励振素子に凹部などの縮退を設けることで円偏波を励振した
場合においても、直交した端子から励振することで一つの円偏波と逆旋円偏波を励振する
ことができる。
　このように２つの直線偏波か２つの円偏波を利用することで、ダイバーシチ受信を行う
ことが可能となり、地上の携帯電話からの微弱な信号の受信レベルを高くすることができ
る。
【００６５】
　尚、ここでは受信ダイバーシチを例に説明したが、送信ダイバーシチについては、２つ
の偏波の受信信号をモニターすることで、それを送信にフィードバックして、送信ダイバ
ーシチも可能となる。
　但し、送信の場合、２つの偏波を有効に利用するためには、時間ダイバーシチを行えば
よい。あるいは２つの偏波を同時に送信した場合、合成した一つの偏波を励振させること
になるが、位相差を変えることで偏波制御ができる。このため、地上端末アンテナとの整
合をとりながら、ダイバーシチを行えばよい。
【００６６】
　以上のように、この発明の実施の形態８によるフィードアレー３は、素子間隔を狭めた
素子アンテナに２つの偏波を給電できる構成とすることでダイバーシチ受信が可能となる
。
【００６７】
実施の形態９．
　図１４はこの発明の実施の形態９による送信用の端子と受信用の端子を分離した例を示
す図であり、図において、符号２５は送信用端子、符号２６は受信用の片偏波の給電端子
、符号２７は受信用の直交した偏波の給電端子、符号２８は送信用のもう一つの端子であ
る。
【００６８】
　送信電力が大きくなると受信周波数へのインターモジュレーションの影響を考慮する必
要がある。ＰＩＭ（Passive　Inter　Modularion）は、パッシブ機器でありながら、スプ
リアスが高次モードに生じる非線形動作によりインターモジュレーションが発生したもの
であり、通信において、受信波に大きなダメージを与える。これを抑圧するためには、Ｐ
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ＩＭが発生しないように給電回路を注意深く設計する必要がある。これを回避する手段と
して、送信と受信の給電回路を分離することで、不要なPIMの発生を低減することができ
る。
【００６９】
　パッチアンテナの場合、一つの給電点に対して、パッチ導体の中心に点対称な位置から
給電しても励振することができる。但し、位相は１８０度異なる。ここで、対称な位置の
片方は送信用、もう片方は受信用とすれば、同じモードを励振しながら、送受信の給電端
子を分離することができる。送信用と受信用の給電回路は異なるため、上記位相差１８０
度は、給電回路にて別々に補正すればよい。更に、受信用の端子としては、上記ダイバー
シチ用の直交した偏波用の給電端子を設けておくことで、実施の形態８と同じくダイバー
シチ受信ができる。送信用のもう一つの端子２８は、受信同様に、ダイバーシチ、あるい
は偏波制御を行うことができる。
【００７０】
　以上のように、この発明の実施の形態９によるフィードアレー３は、送信用の端子と受
信用の端子を分離することで、給電部で発生するPIMを低減できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】この発明の実施の形態１が適用されるマルチビーム通信システムのビーム配置を
示す図である。
【図２】マルチビーム通信システムにて２種類のビーム配置を行った場合のビームの干渉
を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態１による特定のカバレッジエリアの利得を高くし、同一周
波数干渉が少ない２種類のビーム配置を示す図である。
【図４】この発明の実施の形態２によるビーム径の異なる２種類のビーム配置を示す図で
ある。
【図５】この発明の実施の形態３による複雑なカバレッジエリアに対応して効率的なビー
ム径の異なる２種類のビーム配置を示す図である。
【図６】この発明の実施の形態４によるビーム間干渉を低減したビーム径の異なる２種類
のビーム配置を示す図である。
【図７】この発明の実施の形態４によるクロスオーバーレベルを変えた場合のビームカッ
ト面を示す説明図である。
【図８】この発明の実施の形態４によるＣ／Ｉ比の解析結果を示す図である。
【図９】この発明の実施の形態５による周波数の繰返しを２種類のビームで変えた場合の
ビーム配置例を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施の形態６による２種類の素子間隔を用いたフィードアレーを示
す説明図である。
【図１１】この発明の実施の形態６による２種類の素子間隔を用いたフィードアレーによ
るＣ／Ｉ比の解析結果を示す説明図である。
【図１２】この発明の実施の形態７による２種類の素子形状を用いたフィードアレーを示
す説明図である。
【図１３】この発明の実施の形態８による偏波ダイバーシチを行う素子アンテナの構成を
示す図である。
【図１４】この発明の実施の形態９による送信と受信の給電端子を分離した素子アンテナ
の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　リフレクタ（大型展開アンテナ）、２　フィードアレー、３　マルチビーム、４　
第１のビーム配列、５　第２のビーム配列、７　第２のビームのビーム径、９　第１のビ
ームのビーム径、１０　第１のビームのビーム幅、１１　第２のビーム配列、１２　周波
数繰返しの異なる第１のビーム配列、１３　素子間隔の狭い素子アンテナ、１４　素子間
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隔を広げた素子アンテナ、１５　パッチアンテナ、１６　ヘリカルアンテナ、２１　放射
素子、２２　非励振素子、２３　片偏波の給電端子、２４　　直交する偏波の給電端子、
２５　送信用給電端子、２６　受信用片偏波の給電端子、２７　受信用直交する偏波の給
電端子、２８　送信用直交偏波の給電端子、４０　ビーム制御器。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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